
附則様式第１号

島根県原子力安全顧問の要件等に関する自己申告書

申告日：平成２４年７月３１日

島 根 県 知 事 殿

（総務部原子力安全対策課）

（所属及び役職）

（氏 名） 印

島根県原子力安全顧問設置要領附則ただし書きの規定にしたがって、次のとおり申告します。

①あなたは、平成２１年７月１日から平成２４年７月３１日までの間に、原子力事業者等※１

又はこれらの者が法人であるときはその役員（いかなる名称によるかを問わず、これと同

等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。）若しくはこれらの者の使用人そ

の他の従業者でしたか

□ はい

□ いいえ

②あなたは、平成２１年７月１日から平成２４年７月３１日までの間に、原子力事業者等の

団体※２の役員又は使用人その他の従業者でしたか

□ はい

□ いいえ

③あなたは、同一の原子力事業者等から、個人として、平成２１年７月１日から平成２２年

６月３０日までの間、平成２２年７月１日から平成２３年６月３０日までの間、平成２３

年７月１日から平成２４年６月３０日までの間、又は平成２４年７月１日から平成２４年

７月３１日までの間のいずれかの期間において、５０万円以上の報酬等を受領していまし

たか

□ はい

□ いいえ

④あなた個人の研究又はあなたが所属する研究室等に対する原子力事業者等からの寄附につ

いて、平成２１年７月１日から平成２４年７月３１日までの間における対象の研究名称、

寄附者及びその寄附金額

□ ある（ある場合は、別紙の表１の欄に内容を記載してください。）

□ ない

⑤平成２１年７月１日から平成２４年７月３１日までの間に、あなたの所属する研究室等を

卒業した学生が就職した原子力事業者等の名称及び就職者数

□ ある（ある場合は、別紙の表２の欄に内容を記載してください。）

□ ない

[記載方法]１．①～⑤については、「はい」又は「いいえ」、「ある」又は「ない」のいずれかの

チェックボックスに✓を付けてください。

２．④，⑤については、「ある」の場合は別紙の該当欄に内容を記載してください。な

お、書ききれない場合は、別紙を複写して記載してください。

[備考] ※１ 「原子力事業者等」とは、原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理若しくは廃棄の

事業を行う者、原子炉を設置する者、外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせる者

若しくは核原料物質若しくは核燃料物質の使用を行う者又は原子炉メーカーであっ

て、いずれも商業目的の施設に係る者に限る。

※２ 「原子力事業者等の団体」とは、電気事業連合会や電力中央研究所などをいう。



（附則別紙）

表１ あなた個人の研究又はあなたが所属する研究室等に対する原子力事業者等からの寄附に

ついて、平成２１年７月１日から平成２４年７月３１日までの間における対象の研究名称、

寄附者及びその寄附金額

対象の研究名称 寄附者名 寄附金額

表２ 平成２１年７月１日から平成２４年７月３１日までの間に、あなたの所属する研究室等

を卒業した学生が就職した原子力事業者等の名称及び就職者数

学生が就職した原子力事業者等の名称 就職者数




